
農業改良助長法の一部を改正する法律案（概要）について

平成１６年２月

農林水産省経営局

１．趣旨

農業者の高度で多様なニーズに対応できる普及事業の展開を図るため、普

及職員を一元化するとともに、都道府県が自主性を発揮できるよう、地域農

業改良普及センターの必置規制を廃止する等の措置を講ずる。

２．法案の内容

（１）普及職員の一元化

都道府県は、専門の事項等について調査研究を行うとともに改良普及員

を指導する専門技術員と、直接農業者に接して農業経営の改善等に関する

技術の普及指導を行う改良普及員の２種類の職員を置いているが、政策課

題に対応した高度かつ多様な技術・知識をより的確に農業現場に普及して

いくため、普及職員を２種類に分けている現行制度を廃止し、普及指導員

を置くこととする（第８条関係 。）

（２）地域農業改良普及センターの必置規制の廃止等

都道府県は管轄区域を定めた地域農業改良普及センターを設置し、改良

普及員は原則として当該センターに所属して活動を行ってきたが、都道府

県が自主性を発揮し、弾力的・機動的な事業運営ができるよう、センター

の必置規制を廃止する。

また、普及指導を効果的に行うため、都道府県の判断により、普及指導

員の活動の拠点となるセンターを置くことができることとする（第 条関12
係 。）

（３）農業改良普及手当の弾力化

都道府県は、条例で定めるところにより、農業改良普及手当を支給する

ことができるが、都道府県が自らの判断で実態に応じた運用が可能となる

よう、普及職員に支給される農業改良普及手当の上限を廃止する（第 条11
関係 。）

（４）その他

改正前の専門技術員の資格試験に合格した者は、改正後の普及指導員の

資格試験に合格した者とみなす。また、改正前の改良普及員の資格試験に

合格した者は、一定期間、改正後の普及指導員の資格試験に合格した者と

みなす（附則第４条関係 。）

３．その他

施行期日は、平成１７年４月１日とする。

参考資料２



　　◎重点項目の改革工程

基本方針２００３

　協同農業普及事業につい
ては、普及センターの必置規
制を廃止するとともに、普及
手当支給の上限規定を廃止
する（次期通常国会に法律
改正案を提出予定）。

 ○試験研究機関と農業者との橋渡し
　
　　開発された技術を、直接農業者
　　に接して現場にあった形で普及

　・

　・

　・

農業の構造改革の加速化等の
農政の新たな展開方向に即し
た取組が必要

　担い手等が求める高度で多
様なニーズへの対応

　都道府県の自主性の発揮

　地域課題に即した普及活動
の展開

課　　題

　・　普及職員のあり方の見直し
　
　・　普及組織のあり方の見直し

　・　普及手当のあり方の見直し

普及事業の役割 「普及事業の在り方に関する検討会」
報告書（平成１５年３月とりまとめ）
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◎　普及職員の一元化
　
　・

◎　普及センターの必置規制の廃止等

　・

◎　普及手当の弾力化

　・

　政策課題に対応した高度かつ多
様な技術をより的確に農業現場に
普及するため、２種類の普及職員
を一元化

　地域農業改良普及センターの必
置規制を廃止する一方、都道府
県が自主性を発揮し、必要に応じ
て拠点施設を置くことができるよう
措置

　都道府県が自らの判断で実態
に応じた運用が可能となるよう、
普及手当の上限を廃止

法律改正の内容

農業改良助長法の一部を改正する法律案の概要


